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○はじめに
緊急輸送道路をはじめ道路区域では、電線類の地中化（電線共同溝事業

等）などを進め、災害時に電柱等が倒壊することによる道路閉塞の防止に取り
組んでいます。
一方で、道路区域外の沿道の民地に設置された電柱、広告塔、看板等の工

作物による道路の閉塞の危険もあります。

国道５５号 高知県安芸市

【沿道民地の工作物が倒壊し道路閉塞した例】

沿道区域における「届出・勧告制度」の概要

1

（写真出典）「沿道区域における届出・勧告制度に係るガイドライン ver.2（R5.8国土交通省道路局）」より

平成30 年台風24 号における広告塔倒壊例
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【 道路の閉塞を防止する仕組み（イメージ）】
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このため、令和３年の道路法の改正により「届出・勧告制度」を創設し、沿道の
民地のうち道路管理者が指定した届出対象区域の中に工作物を設置する場合、
設置者は道路管理者に対して「届出」を行い、道路管理者は道路閉塞のおそれが
ある場合には必要に応じて設置場所の変更等の「勧告」を行えることとしました。

緊急車両等が通行可能に

沿道区域における「届出・勧告制度」の概要

届出勧告制度
の活用により

（イラスト出典）「国土交通省 高崎河川国道事務所 ホームページ」より



○目的
沿道民地からの工作物等の倒壊による道路閉塞を防止(道路法改正[R3.9施行])

○制度の概要
道路管理者は沿道区域・届出対象区域を設定
区域内に工作物を設置する際は、設置者から道路管理者へ届出
(設置しようとする日の３０日以上前まで)

道路管理者は届出に対し、道路閉塞のおそれがある場合は必要に応じ勧告

【 沿道区域・届出対象区域のイメージ 】
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指定区間に応じて設定
（最大20ｍまで）

沿道区域
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沿道区域
届出対象区域

沿 道 区 域：道路に損害や危険を及ぼす場合は、その防止措置を命ずることが可能な区域
届出対象区域：沿道区域の全部又は一部において、電柱を設置する際、届出が必要な区域

3

沿道区域における「届出・勧告制度」の概要

（イラスト出典）「国土交通省 道路局 ホームページ」より



【広域防災拠点】
ホワイトリング

【交通結節点】
上信越自動車道 長野ＩＣ

「届出・勧告制度」 区域設定

○国道18号、及び(主)長野真田線･(一)三才大豆島中御所線は、長野県地域防災計画における緊急輸
送道路（一次）です。
【交通結節点】上信越自動車道 長野ＩＣと、【広域防災拠点】ホワイトリングを結ぶ、防災上重要な区
間である約5.1ｋｍについて、この制度の対象区域として検討しました。

松代大橋

4

沿道区域・届出対象区域
約５．１ｋｍ

（地図出典）「長野県緊急輸送道路 2025年3月版」へ加筆

【広域防災拠点】
ビックハット【広域防災拠点】

犀川第2緑地

【広域防災拠点】
川中島古戦場

(一)三才大豆島中御所線

(主)長野真田線

●第1次緊急輸送道路
・広域的かつ重要な路線で輸送の骨格をなす道
路（高速道路、直轄国道等）【基幹道路】
・基幹道路(第1次)同士を接続する道路【基幹道
路】
・基幹道路(第1次)と第1次拠点を接続する道路
【拠点接続】
●第1次防災拠点
・県全体及び広域の災害本部機能を有する拠点
・人命救助、消防等災害拡大防止、ライフライン
の復旧(道路啓開活動)、交通規制を担う拠点

市道真島中央線



「届出・勧告制度」 区域指定幅の検討
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■現況の工作物の倒壊、及び今後における同規模の工作物の設置を勘案し、道路境界
からどの程度電柱が離れていれば、緊急車両等の通行の妨げにならない４ｍ以上を確
保出来るか検討した結果、約５ｍ離れていることで幅員の確保が可能となるため、届出
対象区域指定幅は５ｍと設定。

国道18号
標準横断図

⇒区域指定幅は５ｍと設定

4m確保するには
4.6m以上 道路境界から離す必要あり

区域幅の計算
D ＝ H-(W-C)/2+4
＝ 14.2‐(29.2‐2.0)／2＋4
＝4.6m

W：道路幅員
C：中央分離帯の幅員
H：工作物の高さ
D：沿道区域･届出対象区域幅

道路境界沿いに工作物が建柱されると、
倒壊時に道路閉塞の可能性

電線共同溝整備に
よる無電柱化計画
があるため、看板
を対象に検討



「届出・勧告制度」 区域指定幅の検討
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道路境界沿いに工作物が建柱されると、
倒壊時に道路閉塞の可能性

(主)長野真田線
標準横断図

⇒区域指定幅は５ｍと設定

4m確保するには
5.25m以上 道路境界から離す必要あり

区域幅の計算
D ＝ H-(W-C)/2+4
＝ 12.0‐(25.0‐3.5)／2＋4
＝5.25m

W：道路幅員
C：中央分離帯の幅員
H：工作物の高さ
D：沿道区域･届出対象区域幅

電線共同溝整備に
よる無電柱化計画
があるため、看板
を対象に検討



「届出・勧告制度」 区域指定幅の検討
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道路境界沿いに工作物が建柱されると、
倒壊時に道路閉塞の可能性(一)三才大豆島

中御所線
標準横断図

⇒区域指定幅は５ｍと設定

現況の工作物では、4m確保可能区域幅の計算
【電柱対象】
D ＝ H-(W-C)/2+4
＝ 15.0‐(30.0‐4.0)／2＋4
＝6.0m

【看板想定】(国道18号)
D ＝ H-(W-C)/2+4
＝ 14.2‐(30.0‐4.0)／2＋4
＝5.2m

W：道路幅員
C：中央分離帯の幅員
H：工作物の高さ
D：沿道区域･届出対象区域幅

電線共同溝整備に
よる無電柱化計画
があるため、国道
18号の既設看板
(最高)の設置を想
定して検討



「届出・勧告制度」 区域指定幅の検討
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【当該区間における沿道区域・届出対象区域の指定幅】

道路境界線から5ｍの範囲の指定を予定

 ○ 看板等の工作物が設置できなくものではありません

（必要に応じ、高さや位置を調整することが勧告されます）

○ 今ある看板等の既存工作物については届出の対象外です

（ただし、 更新及び移設する場合は届け出が必要となります）

●道路境界付近に設置する場合

・国道18号 工作物等
（標準道路幅員29mの場合） ・・・ 高さ 9.5m以下

・(主)長野真田線
（標準道路幅員25mの場合） ・・・ 高さ 6.8m以下

・(一)三才大豆島中御所線
（標準道路幅員30mの場合） ・・・ 高さ 9m以下 道

路
境
界
線
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「届出・勧告制度」 区域設定のイメージ
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届出対象区域平面図（例）



「届出・勧告制度」 区域設定のイメージ
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代表的な地点での横断図（例）



「届出・勧告制度」 導入のスケジュール(案)

【区域の設定】

①現地調査の実施
②現地状況を踏まえた区域の設定
③土地所有者等の把握
④地元住民等への説明

「届出勧告制度」の開始

【制度の運用】

・届出対象区域内に、工作物を設置する際は、
設置者から道路管理者へ「届出」
・届出に対し、道路閉塞のおそれがある場合は
必要に応じ「勧告」

R７年度内での開始を予定

説明会の開催
（制度・内容の説明）

縦覧
（区域設定案）

R7.12.16(火)

12.21(日)

※縦覧約２週間
（市役所等）
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届出対象区域の指定「告示」

沿道区域の指定「告示」
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